
次期森林づくり指針について 

 

１ 根拠条例 

長野県ふるさとの森林づくり条例（平成 16年長野県条例第 40号）第９条 

２ 現状と課題 

・R3年時点の民有林人工林のうち 50年生を超えるものがほぼ８割を占める。（図１） 

・素材生産量は増加傾向も、R4年の目標である 80万㎥の達成は厳しい状況（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・素材生産の従事者数はほぼ横ばいに対し、保育作業の従事者数が減少（図３） 

・林業の労働生産性は向上しているが、さらなる生産性向上が必要（図４） 
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３ 次期指針策定に向けた大きな方向性 

・「林業経営に適した森林」において、間伐から主伐・再造林へ転換し、持続的に木材

生産が可能な森林づくりを推進 

・スマート林業や高性能林業機械の導入等による林業の労働生産性の向上、造林作業

の省力化

・保育作業従事者を含む新規林業就業者の確保を促進

・建築用からチップ用まで生産された木材を幅広く利用することに加え、身の回りの

生活用品を木質製品へ転換する「ウッドチェンジ」を推進

・災害に強い森林づくり、ＣＯ２吸収・固定機能に着目した森林づくりに加え、森林セ

ラピー等の多面的利活用も推進

４ 策定スケジュール等 

R4.5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R5.1月 2月 

※ 長野県林業労働力確保促進基本計画（R5～）との整合・調和を図り策定

骨子案及び目標値案等を議論 素案作成、パブリックコメント 策定・議会報告 
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○ おおむね１００年先には、針葉樹林、広葉樹林、針葉樹と広葉樹が適度に混交した
森林（針広混交林）がバランスよく配置される中で、適地適⽊を基本とした多様な林
齢、多様な樹種からなる森林が形成されており、森林の持つ多⾯的な機能が持続的に
発揮されています。

○ 効率的な森林施業が可能な「林業経営に適した森林」では、適期に主伐が実施され、
その後の再造林や保育が適切に⾏われるなど、持続的な⽊材資源の循環利⽤や、森林
整備や⽊材利⽤による⼆酸化炭素吸収量の増加を通じ⼈々の豊かな暮らしを⽀えてい
ます。

○ また、災害の防⽌や⽔源のかん養など公益的機能が重視される森林のうち、主に針
葉樹⼈⼯林では、強度の間伐の後、地域の在来植⽣の広葉樹を誘導・育成し針広混交
林が形成されています。天然林では、必要最低限の施業が実施されるとともに、⾃然
の⼒にゆだねながら、主に広葉樹を主体とする成熟した森林として維持されています。
その結果、これらの森林は、公益的な機能を⾼度に発揮し、⼈々の暮らしを守り続け
ています。

○ さらに、⾥⼭など⼈の暮らしに⾝近な森林の多⾯的利⽤や、⼈々の⽣活の様々な場
⾯における⽊材利⽤が進むなど、みどりや⽊といった森の恵みが多くの⼈々に享受さ
れています。

現時点で想定される「めざす森林の姿」のポイント（議論の材料）

方向性の考え方
① 持続的な木材生産
が可能な森林づくり

・「林業経営に適した森林」
において主伐・再造林を集
中的に実施し、多様な林齢
の森林を配置

・⽊材⽣産に係る低コスト
化を更に進め、林業就業者
の所得を向上

・付加価値の⾼い県産材製
品を安定的に供給

② 県⺠のいのちと生
活を守る森林づくり

・極端な集中豪雨等に対応
する「災害に強い森林づく
り」を選択と集中により実
施

・森林の持つ保⽔機能の向
上により流域治⽔に貢献

・森林の持つ⼆酸化炭素吸
収機能の向上によりゼロ
カーボン達成に貢献

③ 利⽤を通じ県⺠が恩
恵を享受できる森林づくり
・地域ぐるみでの森林の管
理・利⽤など、新しい森林
管理の仕組みを拡⼤

・「森林サービス産業」な
どの森林の多⾯的利⽤の取
組を更に活発化

・⾝近な場所の県産材利⽤
や緑の活⽤を進めるなど、
森林の恩恵を最⼤化

○ 適地での主伐・再造林の集中的実施による素材生産の増や持続可能な森林づくり、そのための就業
者の確保・所得向上が重要
○ ゼロカーボン達成、林産業振興双方の視点からの木造・木質化や木製品利⽤の促進（ウッドチェン
ジ）が重要

3


